
「和寒町ふくしのまちづくり基本構想」の推進イメージ 令和5年3月16日修正

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

基本構想を実現するために必要な施策

既存施設：特別養護老人ホーム芳生苑
老人デイサービスセンター健楽苑
（指定管理者：和寒町社会福祉協議会）

基本設計+実施設計 20ヵ月
基本計画をもとに福祉施設建設に向けた具体的な設計

●建物、設備の具現化 ●設計図書の作成

●概算事業費の精査 ●工事費の決定

●発注準備 など
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ふくしのまちづくりの基
本的な方向性を決定

●本町に必要な機能（ソフト・ハード）
●「中核となる福祉施設」の規模、利用
人員、種別の調査検討

●関連施設の必要性と複合化の検討
●施設や事業の実施体制、役割分担
民間活力の導入

令和5年度プロポーザル業務

施策の取り組み方法（例）

・財政的な支援（補助金、負担金） 「ふくしのまちづくり基本構想」

年・既存資源の掘り起し及び育成・強化

・リードする人材の確保（募集、人材派遣、地域おこし協力隊 など）
・創業、起業、事業展開の促進（町外企業の参入 など）
・共同経営（JV、コンソーシアム※） など

経営体質改善
ケア資質向上 など
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新たな施設の移行に向けた措置

基本計画
構想をもとに中核となる福祉施設の整備

方針を整理

●建設場所 ●土地利用計画
●導入機能 ●配置計画
●運営手法 ●概算事業費
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●福祉分野に関する基本的な考え方
●基本理念、基本方針

●現状と課題の整理、ニーズの把握
●町民参画による検討会等
関係部署へのヒアリング・情報収集
町民・関係団体への調査、ニーズ把握
町内福祉関係者や有識者による検討会
他自治体等の事例紹介 など


